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幾寅診療所の臨時休診のお知らせ
幾寅診療所を下記のとおり臨時休診とさせていただきます。
町民の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

〇臨時休診日　11 月 21 日（金）

●問い合わせ先：保健福祉課診療所医療係　☎ 52－ 2414

情報プラザ休館日のお知らせ
特別清掃に伴い、10 月 25 日（土）終日を休館とします。なお、1 階バス待合所は、

ご利用いただけます。
皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

〇情報プラザ休館日　10 月 25 日（土）終日

●問い合わせ先：企画課商工観光係　☎ 52 － 2115

移動町長室を開催します
豊かで活力に満ちた地域社会の実現と協働のまちづくりを推進するため、「移動町長室」を開催します。

お誘い合わせのうえ、ご意見やご要望などあなたの「声」をお聞かせください。
地　区　名 開　催　日 時　　間 場　　所
落 合 10 月 30 日（木） 午後 6時 00 分 落合地区多目的センター
北 落 合 11 月 06 日（木） 午後 6時 00 分 北落合地区コミュニティセンター
下 金 山 11 月 12 日（水） 午後 6時 00 分 下金山多目的センター
幾寅・東鹿越 11 月 13 日（木） 午後 6時 00 分 役場２階大会議室

●問い合わせ先：企画課広報統計係　☎ 52－ 2115

みんなのチェック！最低賃金
北海道最低賃金

北海道内の事業場で働く全ての労働者（会社員、パート、アルバイトの方、学生など働く全ての方）及
びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。
◎最 低 賃 金 額　時間額 1,075 円
◎効力発生年月日　10 月 4日（土）
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入

されません。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路・

電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く方には、北
海道の特定 （産業別）最低賃金が適用されます。

●問い合わせ先：旭川労働基準監督署　☎ 0166－ 99－ 4704



合併処理浄化槽の設置をお考えの方へ
　町では、快適な暮らしと自然環境を守るため「合併処理浄化槽」を設置される方に対して補助金を交付
しています。
　補助制度を活用して令和 8年 4月から令和 9年 3月までの間に設置を予定または検討している方は、次
によりお申し込みください。（設置工事の着手は、町から補助金交付の決定を受けた後になります。）
〇補助を受けられる方（次のいずれにも該当する方）
　(1) 主に居住を目的とした住宅に合併処理浄化槽を設置する方（店舗併用住宅や共同住宅も対象）
　(2) 公共下水道整備区域以外の町内に居住している方
　(3) 浄化槽法で定められた検査や維持管理を確実に行っていただける方
　※ただし、南富良野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第 3条第 2項に該当する場合は、補　
　　助金の交付対象者にはなりません。
〇交付される補助金の額
　下記の人槽に応じた上限額とし、上限に満たない場合は、その額を限度額とします。
〇補助金の上限額（予定）
　5人槽　853 千円　/　7人槽　1,036 千円　/　10 人槽　1,443 千円
〇申込方法
　申込書は、建設課環境衛生係に用意してありますので、必要事項を記入のうえ、令和 7年 11 月 14 日（金）
までにお申し込みください。
　補助制度など、ご不明な点は下記申込み・問い合わせ先までご連絡ください。

●申込み・問い合わせ先：建設課環境衛生係　☎ 52－ 2179

合併処理浄化槽の維持管理費に伴う助成のお知らせ
　町では、快適な暮らしと自然環境を守るため、従来から合併処理浄化槽設置後の浄化槽保守点検及び法
定検査費用等に対して維持管理経費の負担軽減を図るため、補助金を交付しています。
　該当される方には 10 月中旬頃に町から申請書等を郵送しますが、申請書が届かない場合や補助制度につ
いて、ご不明な点がありましたら下記申込み・問い合わせ先までご連絡ください。
　なお、現在の浄化槽使用者が設置時に町の助成を受けていない場合でも、合併処理浄化槽本体が助成を
受けて設置されている場合には、維持管理経費の助成対象となります。
○補助を受けられる方 ( 次のいずれにも該当する方 )
　(1) 南富良野町合併処理浄化槽設置整備事業を活用して合併処理浄化槽が設置され、現在、維持管理をし
　　  ている方
　(2) 浄化槽法で定められた検査や維持管理を令和 7年度中に行う方
○交付される補助金の額
　　合併処理浄化槽の保守点検及び法定検査等に対して、
　(1) 合併処理浄化槽設置後 5年までは、50％を年間 30,000 円限度に補助金を交付します。
　(2) 合併処理浄化槽設置後 6年以上経過した場合には 50％を年間 25,000 円限度に補助金を交付します。

●申込み・問い合わせ先：建設課環境衛生係　☎ 52－ 2179



町　の　人　事
退　職　ー 9 月 30 日付 ー

発　令　内　容 氏　名

教員委員会学校教育係兼総務係 小田嶋　征弥

令和７年度「土地月間」のお知らせ
　国土交通省では土地基本法の趣旨を踏まえ、土地についての基本理念及び土地対策の重要性について国
民の理解と関心を高めるため、毎年 10 月を「土地月間」、10 月 1日を「土地の日」と定めて普及・啓発活
動を実施しています。
〇一定面積以上の土地取引には届出が必要です！
　　　一定面積（10,000㎡）以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。　　　　
　　届出期限は、契約締結日を含め 2週間以内となっています。詳しくは、下記問い合わせ
　　先にご連絡ください。

●問い合わせ先：企画課企画振興係　☎ 52－ 2115
町ホームページ

防災行政無線整備のお知らせ
　町では、皆様に防災情報や各種情報を素早く確実にお知らせするため、防災行政無線の整備を進めてい
ます。
　整備を予定している防災行政無線は、広域かつ森林が多い本町の特性を踏まえ、無線網と携帯電話網を
併用した方式の設備となります。町民の皆様には、防災無線からの情報をスマートフォン、戸別受信機、
タブレットのいずれかから受けていただくことになります。また、道の駅とキャンプ場には屋外スピーカー
を設置して本町を訪れた皆様にも情報をお届けする予定です。
〇今後の予定
　（１）町では、令和 9年度中の防災行政無線の供用開始に向けて、準備を進めております。
　（２）情報を受け取る際に希望される受信端末を事前に把握する必要があるため、、65 歳以上の方がいる
 世帯を対象に情報受信端末に関する希望調査を予定していますので、ご協力のほどよろしくお願い
 します。
　（３）現在予定している情報の受信端末は、各居住地区で異なり、以下のとおりです。

受 信 端 末 受信可能エリア 対 象 と な る 方

スマートフォン 町内全域 スマートフォンをお持ちの方

タブレット（貸与） 幾寅地区以外 スマートフォン等をお持ちでないの方（原則）

戸別受信機（貸与） 幾寅地区 スマートフォン等をお持ちでないの方（原則）

●問い合わせ先：総務課防災安全推進室　防災係　☎ 52 － 2112
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ✉bosai@town.minamifurano.hokkaido.jp

https://www.town.minamifurano.hokkaido.jp/kurashi-info/%E4%BD%8F%E5%AE%85-2/%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%B1%8A%E5%87%BA/


　　　　  各義援金・救援金を受け付けています
　日本赤十字社北海道支部において下記義援金の受付を開始しました。
　皆様のご支援、ご協力をお願いします。

義 援 金 令和 7年 8月 6日からの大雨災害義援金

募 集 期 間 令和 7年 12 月 26 日（金）まで

受
付
方
法

①受付窓口 保健福祉センターみなくる
　日本赤十字社南富良野分区事務局（保健福祉課社会福祉係）

②郵便局・ゆうちょ
　銀行への振込

口座加入者名 口座記号番号

日赤令和 7年 8月 6日からの大雨災害義援金 00120 － 0－ 267410

※郵便局・ゆうちょ銀行での取り扱いの場合、振込手数料は免除されます。

※受領証発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。

そ の 他 募集は現金に限ります。物品は受付できません。

〇現在受付中の義援金及び救援金一覧
義援金名称 受付期間 配 分 先

令和 6年能登半島地震災害義援金 令和 7年 12 月 26 日（金）まで 石川県、富山県、新潟県

令和 6年 9月能登半島大雨災害義援金 令和 7年 12 月 26 日（金）まで 石川県
令和 7年トカラ列島近海を震源とする

地震災害義援金 令和 7年 12 月 26 日（金）まで 鹿児島県

令和 7年台風第 8号に伴う災害義援金 令和 7年 12 月 26 日（金）まで 沖縄県

令和 7年 8月 6日からの大雨災害義援金 令和 7年 12 月 26 日（金）まで 鹿児島県、熊本県

救援金名称 受付期間 備 考

ウクライナ人道危機救援金 令和 8年 3月 31 日（火）まで

バングラディシュ南部避難民救援金 令和 8年 3月 31 日（火）まで

中東人道危機救援金 令和 8年 3月 31 日（火）まで

●問い合わせ先：日本赤十字社南富良野分区事務局（保健福祉課社会福祉係）　☎ 52 － 2211

スマホに関するお困りごとはありませんか？
～　スマホ操作などのサポートを行います　～

　スマートフォンの使い方に悩んでいる、もっと便利に活用したいなどのスマホに関する悩みごとはあり
ませんか？個人での相談や団体での「スマホ教室」などのサポートを行います。初めてスマホを持った方、
少人数で申込みも大歓迎です。
　スマホ操作に不安がある、もっと有効に活用したい方は下記問い合わせ先までご連絡ください。

●問い合わせ先：企画課広報統計係　☎ 52 － 2115



公証週間のお知らせ
　10 月 1日（水）から 10 月 7日（火）までは公証週間です。
　公証人は、公証役場において遺言や大切な契約などの公正証書の作成、会社を設立する際の定款の認証
などを行っています。
　公証人は、法務大臣によって任命される公務員です。
「遺言は、公正証書で作成してみませんか？」
　遺言者の家族関係にふさわしい形で財産を承継させるには、遺言をしておくことが 1番です。遺産争い
を予防し、紛失の心配もないので、後に残された方々が困りません。原本は公証役場で保存していますので、
偽造・変造の心配もありません。
　また、公証人が自宅や病院（施設）へ出向いて遺言書を作成することもできます。
　公証制度の詳細については、日本公証人連合会のホームページまたは下記までお問い合わせください。

　　●問い合わせ先：旭川公証人合同役場　旭川市 6条通 8丁目 37 番地 22　   ☎ 0166 － 23 － 0098
　　　　　　　　　　名 寄 公 証 役 場　名寄市西 1条南 9丁目 35 番地　　☎ 01654 － 3－ 3131
　　　　　　　　　　旭川地方法務局　旭川市宮前 1条 3丁目 3番 15 号　☎ 0166 － 38 － 1144

知っていますか？建退共制度
　建退共制度は、建設現場で働く労働者のために、「中小企業退職金共済法」という法律により、国が作っ
た退職金制度です。この制度は、事業主の方々が、建設現場で働く労働者の働いた日数に応じて、掛金を
充当し、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共から退職金を支払うという、業界全体
での退職金制度です。退職金は国が定めた基準により計算して、確実に支払われるため安心・安全です。
　また、電子申請方式の活用で手続きが便利になっております。電子申請方式では、共済証紙に代わる「退
職金ポイント」を電子申請専用サイトで事前に購入し、就労日数を登録することで、個々の被共済者に掛
金を充当できます。事業主は、共済証紙の購入・貼付・消印および現物管理が不要とな
ります。また、共済手帳の新規申し込み等の手続きもオンラインで行うことができます。
　ホームページには、制度説明用動画、Q&Aなど詳しい情報が記載されています。下記
のホームページURL か二次元コードを読み込みの上、ご確認ください。
　ご不明点は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
〇ホームページURL：https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

●問い合わせ先：（独）勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業北海道支部　☎ 011－ 261－ 6186

建退共
ホームページ

富良野税務署からのお知らせ
　令和 7年度税制改正による基礎控除の見直し等について、令和 7年 12 月に行う年末調整など、令和 7年
12 月以後の源泉徴収事務に変更が生じるため、個別相談会を開催します（電話による事前予約制）。
○開催日時 ① 11 月 13 日（木）
  ② 11 月 28 日（金）
○開催場所 富良野税務署
○申 込 先 ☎ 0167 － 22 － 2144（代表）
  ※音声ガイダンスに従い「2」を選択

●問い合わせ先：富良野税務署　調査部門　法人税担当　☎ 0167 － 22 － 2144

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/


金山ダムの流木の無償配布を行います
○受 付 期 間 　10 月 1日（水）9時 00 分～（流木が無くなり次第、受付終了）
○無料配布期間 　10 月 6日（月）～ 10 月 24 日（金）（土・日・祝を除く）
○無料配布時間 　9時 30 分～ 15 時 30 分
　　　　　　　　 当日受付は 14 時 00 分まで、 の返却は 16 時 00 分まで  
○配 布 場 所　東鹿越　金山ダム流木保管場所    
○流木配布の流れ       
　①事前申し込み（必須）       
　　　電話またはWebフォームにてお申し込みください。
　　　右記の二次元コードを読み込み、Webから申し込む場合については作業希望日時を第 3希望まであ
　　　げてください。
　　　申込時に必要事項を確認します。      
　　　氏名、入場人数、居住地、希望日と作業時間、運搬する車両の種類、連絡先：作業日に連絡が取れ
　　　る連絡先・WEB 申込みの場合は返信先 E-mail アドレスも記載
　②当日受付（9時 00 分～ 14 時 00 分）     
 金山ダム管理支所にて受付      
 申込内容確認・注意事項説明・ の貸与     
　③流木配布箇所での流木の選定・切断・積込作業    
　④ の返却        
 作業完了後は金山ダム管理支所へ返却（ の最終返却時刻は 16 時 00 分）  
　⑤アンケート記入       
 簡単なアンケートにご協力願います。     
〇注意事項        
　　・流木は先着順（量に限りがあります）     
　　・ダム湖を横断する鹿越大橋は工事中のため、10 月 31 日まで 24 時間通行止めとなっております。 　　　　
　　　来場の際は、迂回ルートは図面を参照願います。
　　・場内は狭いため、同日に入場できる組数を制限します。 
　　　申込み状況によっては希望日に入場できない場合がありますのでご了承願います。
　　・車両の入場制限について、10 月 6日～ 10 日 10 日：2トン以下の車両までの入場とします。
　　　10 月 14 日以降：4トン以下の車両まで可とします。   
　　・流木の切断・積込等の作業の際は周辺の人や車に十分注意してください。
　　　事故、ケガ、車両トラブル等は自己責任となります。    
　　・切断用具の貸し出しはありません。各自で準備願います。   
　　・流木の散乱・ゴミの放置は禁止。      
　　・熊の出没が確認されています。作業には十分に注意してください。  
　　・雨天時も配布は実施しますが、安全にご配慮ください。   
　　・流木運搬にあたっては、過積載禁止・交通ルールを遵守願います。  
　　・運搬時は車両から流木が落下しないように積んでください。  
　　・営利目的での大量取得はご遠慮ください。     
　　・流木配布は有効活用を前提に配布していますので、ゴミとして捨てないでください。
　　・流木配布場所に担当者は常駐していません。安全管理・作業は自己責任でお願いします。
　　・他ご不明な点などは下記の問い合わせ先までご連絡ください

金山ダム管理支所
ホームページ

https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/sorati_kasen/kluhh40000005rta.html


富良野調停協会からのお知らせ
　もし売掛金の請求や治療費の請求、家賃の請求・引き上げ、原状回復費用の請求、賃貸住宅からの退去請求、
修理代の請求、賃金・残業代の未払金の請求、隣近所とのトラブルや迷惑行為などで悩んでいるなら、簡易裁判
所の調停手続を利用してみませんか？この方法なら、話し合いで解決を目指すことができます。調停委員が中立
の立場で話し合いをサポートするため、安心して進めることができます。
　また、簡易裁判所の調停手続では家族や従業員が裁判所の許可を得て代理人となることも可能です。さらに、
電話会議やウェブ会議システムを活用して、自宅や職場から話し合い（調停）に参加することも可能です。問題
を解決する第一歩を踏み出しましょう。

●調停の申立てなど手続の問い合わせ先：富良野簡易裁判所　　　　　　　　  ☎ 22 － 2209
●法律上の相談をしたい方：沿線無料法律相談（予約は富良野市市民相談室）　☎ 23 － 1235

●申込み・問い合わせ先：北海道開発局札幌開発建設部空知川河川事務所金山ダム管理支所　
☎ 54－ 2131（電話受付時間：平日 9時 00分～ 17時 00分）

南富良野まちづくり観光協会会員を募集します
　特定非営利活動法人南富良野まちづくり観光協会では、町の観光振興やまちづくりの推進、地域経済活
動の活性化を図る事業などを行っています。観光協会の活動をご支援ご協力いただける町民皆さまの入会
をお願いしています。
〇募集内容
　　正 会 員　団体（企業・団体等）年会費 10,000 円　/　個人年会費 3,000 円
　　賛助会員　団体（企業・団体等）年会費   5,000 円　/　 個人年会費 1,000 円
　　※正会員は総会におきまして議決権を有します
　　※詳細につきましては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

●問い合わせ先：南富良野まちづくり観光協会　☎ 39 － 7000
　　　　　　　　　　　　　　　　　    ✉nampu_tourism@minamifurano-hokkaido.jp

流木堆積状況：令和 7年 9月 8日 金山ダム管理支所～流木配布場所までの経路



日 月 火 水 木 金 土

行事・保健

16
マタニティ教室

「歯の健康教室」

地交   10：00→11：00

特設行政相談所

[幾寅老人憩いの家]

11：00→13：00

17
ふれあいルーム

地交   9：30→12：00

13：00→16：00

18
南富良野小学校学芸会

開場 8：20→

ごみ収集日 B リサイクル② A リサイクル② B 生 A 生

行事・保健

19 20
ふれあいルーム

地交   9：30→12：00

13：00→16：00

特設行政相談所

[金山 和楽園]

11：00→12：00

英会話教室

役場   18：30→

21
ふれあいルーム

地交   9：30→12：00

13：00→16：00

乳幼児予防接種

金診  14：30→15：30

22
ふれあいルーム

地交   9：30→12：00

13：00→16：00

乳幼児予防接種

幾診  11：30→12：00

落診  14：30→15：00

けん三13:30→13:45

千里大学宿泊研修

（～23日）

「生活・仕事相談会

みな   13：00→14：50

●予約先「かみかわ生

活あんしんセンター」

☎0166－38－8800

23
ふれあいルーム

地交   9：30→12：00

13：00→16：00

24
ふれあいルーム

地交   9：30→12：00

13：00→16：00

運転免許証更新時講習

ふセ  違反 13：00→

25
幾寅保育所お遊戯会

みな   9：00→

ごみ収集日 A 一般 ( 可燃 )B 生 B 一般 ( 可燃 ) A 生・プラ　B プラ A B 一般（不燃）  B 生 A 生

行事・保健

26 27
ふれあいルーム

地交   9：30→12：00

13：00→16：00

英会話教室

役場   18：30→

28
ぷっこクラブ

地交   9：30→11：30

乳幼児予防接種

金診  14：30→15：30

29
ふれあいルーム

地交   9：30→12：00

13：00→16：00

乳幼児予防接種

幾診  11：30→12：00

落診  14：30→15：00

けん三13:30→13:45

30
みんなのぷっこ

地交   10：00→11：00

移動町長室（落合）

落多  18：00→

31
ふれあいルーム

地交   9：30→12：00

13：00→16：00

ごみ収集日 A 一般 ( 可燃 )B 生 B 一般 ( 可燃 ) A 生・プラ　B プラ

２０２５ 10神
か ん な づ き

無月まちのカレンダー
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◎運転免許証更新時講習は、先着順となりますので、日にちに余裕
を持った更新手続きをお願いします。
●問い合わせ先：富良野警察署　☎ 22 － 0110

開 催 場 所

みな   保健センターみなくる　ふセ  富良野市ふれあいセンター

地交   地域交流スペース（幾寅保育所内）  金保  金山保育所　

幾診  幾寅診療所　落診  落合診療所　金診  金山診療所 けん三  けん三のことば館クリニック

落多  落合地区多目的センター　北コ  北落合地区コミュニティセンター

金コ  金山地区コミュニティセンター　下多  下金山地区多目的センター

ご み 収 集 日

A ～北落合・落合・東鹿越・金山・下金山地区　B ～幾寅地区

リサイクル①～空き缶・古紙類　リサイクル②～ペットボトル・あきびん




